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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  復 元 さ れ た ビ デ オ デ ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ す る 装 置 で あ っ て 、
  前 記 復 元 さ れ た ビ デ オ デ ー タ の 、 ブ ロ ッ ク 境 界 に 隣 接 す る 第 １ の ブ ロ ッ ク と 第 ２ の ブ ロ  
ッ ク に 含 ま れ る サ ン プ ル の 値 を 受 信 し 、
  エ ッ ジ タ イ プ が 水 平 か 否 か お よ び 前 記 第 １ の ブ ロ ッ ク の 高 さ が 閾 値 以 上 か 否 か を 判 定 し 、
  前 記 エ ッ ジ タ イ プ が 水 平 で あ り か つ 前 記 高 さ が 前 記 閾 値 以 上 の 場 合 、 方 程 式 ( a b s ( s a m  
p l e 2  -  2  *  s a m p l e 1  +  s a m p l e 0 ) )  +  a b s ( s a m p l e 5  ? 2 * s a m p l e 4  +  s a m p l e 3 )  +  
1 )  〉 〉  1 に 基 づ い て 勾 配 値 を 計 算 し 、
  こ こ で 、 a b s ( x ) は x の 絶 対 値 を 返 し 、
  前 記 s a m p l e 0 は 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 に 直 接 隣 接 す る 第 １ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、
  前 記 s a m p l e 1 は 前 記 第 １ の サ ン プ ル に 隣 接 し 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 か ら １ つ 離 れ た 位 置 に  
あ る 第 ２ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、
  前 記 s a m p l e 2 は 前 記 第 ２ の サ ン プ ル に 隣 接 し 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 か ら １ つ 離 れ た 位 置 に  
あ る 第 ３ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、
  前 記 s a m p l e 3 は 前 記 第 ３ の サ ン プ ル に 隣 接 し 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 か ら １ つ 離 れ た 位 置 に  
あ る 第 ４ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、
  前 記 s a m p l e 4 は 前 記 第 ４ の サ ン プ ル に 隣 接 し 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 か ら １ つ 離 れ た 位 置 に  
あ る 第 ５ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、
  前 記 s a m p l e 5 は 前 記 第 ５ の サ ン プ ル に 隣 接 し 前 記 ブ ロ ッ ク 境 界 か ら １ つ 離 れ た 位 置 に  
あ る 第 ６ の サ ン プ ル の 値 で あ り 、  
  前 記 勾 配 値 に 従 っ て 、 前 記 復 元 さ れ た ビ デ オ デ ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ し て 前 記 第 １ の ブ  
ロ ッ ク と 前 記 第 ２ の ブ ロ ッ ク に 含 ま れ る 前 記 サ ン プ ル の 値 を 修 正 す る こ と を 特 徴 と す る 、  
装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
  前 記 閾 値 は ３ ２ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
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